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町田市手数料条例の一部を改正する条例 

町田市手数料条例（平成１２年１月町田市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中 

「 

 

」 

「 

９ 社会福祉法人の理事在任証明手数料 １件につき ３００円 

９の２ 税額控除対象となる社会福祉法人

の証明手数料 

１件につき ３００円 

                                    」 

改める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

９ 削除  を

に



町田市手数料条例新旧対照表 
＿部分は改正部分

改正後 改正前 

別表(第 2条関係) 別表(第 2条関係) 
 

名称 金額 

略 略  

9 社会福祉法
人の理事在任
証明手数料 

1件につき 300円

9 の 2 税額控
除対象となる
社会福祉法人
の証明手数料 

1件につき 300円 

略 略 
 

 
名称 金額 

略 略  

9 削除
 
 
 
 
 
 

  

略 略
 

 


